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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本質的に丸い断面を有し且つ少なくとも１００万の重量平均分子量を有する直鎖型のポ
リエチレンを含む繊維からなる糸条を有する編布を含む手袋、スリーブ、又はエプロンを
含む耐切断性物品であって、前記糸条は、１デニール当たり５００グラム（１ｄｔｅｘ当
たり４５５グラム）以下の引張り弾性率、及び、４パーセント以上の糸条破断伸度を有し
、前記編布は、１平方メートル当たり８５７グラム以下の目付重量、及び、６０００以下
の質量指数を更に有し、ただし、前記繊維の糸条は硬質成分を含まない、耐切断性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手袋、スリーブ、又はエプロンなどの品目を含む、耐切断性物品、及びこれ
を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高い糸条引張り強さ及び引張り弾性率を有する超高分子量（ＵＨＭＷ）ポリエチレン繊
維を含む布地から製造される手袋、スリーブ、及びエプロンなどの衣類からなる物品は、
優れた切断性能を有し、市場において特別な価格に値することができる。しかしながら、
繊維の高い繊維引張り弾性率は、望ましくない剛性のある布地をもたらすと考えられてお
り、その理由は、このことが、こうした布地を使用した衣類からなる物品は、快適性が劣
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ることを意味する可能性があるためである。作業者が不快な保護衣類を着用する可能性が
低いことから、このような耐切断性物品の快適性についてのいかなる改善も望まれている
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、本質的に丸い断面を有し且つ少なくとも１００万の重量平均分子量を有する
直鎖型のポリエチレンを含む繊維からなる糸条を有する編布を含む手袋、スリーブ、又は
エプロンを含む耐切断性物品に関し、糸条は、１デニール当たり５００グラム（１ｄｔｅ
ｘ当たり４５５グラム）以下の引張り弾性率、及び、４パーセント以上の糸条破断伸度を
有し、編布は、１平方メートル当たり８５７グラム以下の目付重量、及び、６０００以下
の質量指数を更に有する。いくつかの実施形態においては、物品は、把持対象物のための
ポリマー被覆物を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】編布の質量指数を示すグラフである。
【図２】本質的に１の公称アスペクト比を備える丸い断面を有する、実質的に中実のポリ
マー繊維の代表例である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明は、本質的に丸い断面を有し且つ少なくとも１００万の重量平均分子量を有する
直鎖型のポリエチレンを含む繊維からなる糸条を有する編布を含む手袋、スリーブ、又は
エプロンを含む耐切断性物品に関し、糸条は、１デニール当たり５００グラム（１ｄｔｅ
ｘ当たり４５５グラム）以下の引張り弾性率、及び、４パーセント以上の糸条破断伸度を
有し、編布は、１平方メートル当たり８５７グラム以下の目付重量、及び、６０００以下
の質量指数を更に有する。
【０００６】
　本明細書において使用される場合、「質量指数」は、編布に関連し、編布のゲージと、
１平方メートル当たりのグラムでの、布地目付重量との積である。編布のゲージは、布地
における、１インチ当たりのうねの数（又は、ＳＩ単位で定義された２．５３ｃｍ当たり
のうねの数）である。編機のゲージは、編機における１インチ当たりの編み針の数（又は
、ＳＩ単位で定義された２．５３ｃｍ当たりのうねの数）である。
【０００７】
　更に、低い引張り弾性率と丸い断面を有する高分子量ポリエチレン繊維を含む糸条で製
造された６０００以下の質量指数を有する編布は、快適性が改善した耐切断性物品を提供
することが判明している。快適性が劣る衣類は、着用されない可能性が高く、その結果、
作業者の負傷が多くなるという点において、個人の快適性は、保護衣類の望ましい特徴と
してほとんど常に挙げられる。
【０００８】
　驚くべきことに、より低い引張り弾性率が、高分子量ポリマー糸条の引張り強度を低減
することによって実現される場合でも、低い引張り弾性率の糸条の耐切断性は犠牲になら
ないことが判明した。その代わりに、本発明者らは、糸条及び布地、並びにこれらの糸条
及び布地から製造された衣類の耐切断性に関して、より高分子量のポリエチレンの存在が
より重量な要因であると考えている。特に、本明細書において特許請求される低い弾性率
の糸条で製造される布地は、典型的な高強度（１デニール当たり３０グラム（１ｄｔｅｘ
当たり２７グラム）を超える）及び高弾性率（１デニール当たり５００グラム（１ｄｔｅ
ｘ当たり４５５グラム）を超える）のポリエチレン繊維で製造される布地と本質的に同等
の耐切断性を有することができる。
【０００９】
　耐切断性物品における編布は、６０００以下の質量指数を有し、いくつかの実施形態に
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おいては、２０００～６０００の質量指数が望まれる。いくつかのその他の実施形態にお
いては、３０００～５０００の質量指数が望まれる。図１では、６０００の上限質量指数
を表す線２と、２０００の１つの好ましい下限質量指数を表す線３との間の領域１を示す
。線２と３は、７と２４の編布のゲージにおける終点、及び、１平方メートル当たり約２
９０及び８６０グラムの目付重量を有し、作業者によって使用される手袋、スリーブ、及
びエプロンに対してより実用的な範囲であると考えられるものを示している。７未満の編
布のゲージ、及び、１正方当たり約８６０グラム超の目付重量は、剛性があり過ぎる手袋
、及び、その他の品目を提供すると考えられ、一方、２４超の編布のゲージ、及び、１平
方当たり約２９０グラム未満の目付重量は、適切な切断保護を提供できない可能性がある
。又、図１では、文字Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄによって示される点の内側の領域である好ましい質
量指数の実施形態を示す。この領域は、２０００～６０００の質量指数及び１３～１８の
編布のゲージを有する布地を表す。
【００１０】
　編布は、糸条を使用し、いくつかの実施形態においては、布地は、３～２５．３ｏｚ／
ｙｄ2（１００～８５７ｇ／ｍ2）、好ましくは４～２１ｏｚ／ｙｄ2（１３６～７１２ｇ
／ｍ2）の目付け重量を有し、目付け重量の範囲のより高い終点での布地は、より高い切
断保護を提供する。
【００１１】
　「糸条」とは、連続ストランドを形成するように紡績された、組み合わされた、又はと
もに合撚された繊維又はフィラメントの集合体を意味する。本明細書において使用される
場合、一般的に、糸条は、製織、及び、製編などの作業に適した繊維材料の最も単純なス
トランドとして、当技術分野において周知であるものを意味する。糸条は、合撚されても
されなくても形成される連続マルチフィラメント糸条の形態であることができる。糸条は
、多少合撚されて短繊維から製造される紡績短繊維糸条の形態であることができる。単糸
において撚り合わせがある場合、それはすべて同じ方向になっている。好ましくは、糸条
は、連続マルチフィラメント糸条である。
【００１２】
　又、用語「糸条」は、「撚り糸条」及び「撚られた糸条」を包含し、これは、合撚され
た又はともに撚られた２つ以上の個々の糸条を意味する。撚り糸条は、短繊維単糸、又は
、連続フィラメント単糸の２つ以上の同一タイプから製造することができること、或いは
、撚り糸条は、短繊維から製造される少なくとも１つの単糸、及び、少なくとも１つの連
続フィラメント糸条から製造することができることが理解される。一般的に、撚り糸条は
、「均衡のとれた」撚り糸条を提供するために、反対の合撚方向においてともに撚られる
、同一の合撚方向を有する個々の糸条を含む。好ましくは、撚られた糸条は、２つ以上の
連続マルチフィラメント糸条を含む。
【００１３】
　又、用語「糸条」は、「被覆された糸条」を包含し、これは、鞘芯構造を有する糸条を
意味する。被覆された糸条は、「包装被覆された糸条」及び／又は「空気被覆された糸条
」としても知られる。一般的に、鞘芯構造は、１つ以上の異なる種類の繊維から製造され
る被覆する鞘を備える、１種類の繊維からなる１つ以上の中芯糸条を有する。中芯は、合
撚がほとんどない又は合撚がない１つ以上の糸条から製造可能である。外側の鞘は、ＤＲ
ＥＦプロセスにおけるように、短繊維の包装から製造可能であり、或いは、外側の鞘は、
「Ｓ」及び／又は「Ｚ」の合撚で芯の周りに機械的に包装又は配置される、包装糸条とし
て機能する１つ以上の糸条であることができる。これらの包装糸条のいずれも、短繊維又
は連続フィラメントから製造可能である。空気被覆された鞘芯糸条は、芯及び包装の双方
として連続フィラメント糸条を通常用い、空気ジェットを使用して芯の周りの糸条を包装
する。
【００１４】
　いくつかの実施形態においては、糸条は、２つ以上の個々の糸条から製造される複合体
構造を含み、且つ、中芯構造、及び外鞘構造を含む。これらの糸条の少なくとも１つは、
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有機、無機、及び／又は弾性の繊維を有する中芯構造に使用される低い弾性率の高分子量
ポリエチレン繊維を含む。いくつかの好ましい複合体構造においては、鞘構造は、有機繊
維を含む。
【００１５】
　鞘／芯糸条の例の１つは、アラミド繊維又はポリエステル繊維などの、耐切断性連続フ
ィラメントポリマー繊維の第１芯ストランドを有する。又、糸条は、本明細書において記
載されるように、耐切断性連続フィラメント高分子量ポリエチレン繊維の第２芯ストラン
ドを有する。それぞれの包装の回転は、すぐ前の回転に実質的に接触して、一方から次の
ものに、芯及び／又は先行する包装を被覆して、芯ストランドは、連続フィラメントナイ
ロン糸条の第１及び第２の包装で包装される。いくつかの実施形態においては、それぞれ
の包装の回転はすぐ前の回転に実質的に接触する、或いは、芯及び／又はすぐ前の包装を
完全に被覆することは重要ではない。或いは、芯は、ポリエステル糸条などの、その他の
糸条で包装されることができる。別の代わりの実施形態においては、芯ストランドは、ガ
ラスフィラメント又は金属フィラメントを含むことができる。
【００１６】
　鞘／芯糸条の更に別の例は、本明細書において記載されるように、耐切断性連続フィラ
メント高分子量ポリエチレン繊維の単一芯ストランドを有する。それぞれの包装の回転は
、すぐ前の回転に実質的に接触して、一方から次のものに、芯及び先行する包装を被覆し
て、芯ストランドは、連続フィラメントナイロン糸条の第１及び第２の包装で包装される
。
【００１７】
　鞘／芯糸条の別の例は、伸長回復特性を与える引張りにて、弾性の糸条の第１芯ストラ
ンドを有する。又、糸条は、本明細書において記載されるように、耐切断性連続フィラメ
ント高分子量ポリエチレン繊維の第２芯ストランドを有することができる。芯ストランド
は、上記のように、連続フィラメントナイロン糸条又はポリエステル糸条の第１及び第２
の包装で包装される。
【００１８】
　いくつかの実施形態においては、糸条は、その他の繊維との高分子量ポリエチレン短繊
維の緊密ブレンドを含む。緊密ブレンドとは、様々な異なる種類の短繊維が、短繊維糸条
の束において均一に割り振られることを意味する。いくつかの実施形態においては、信頼
性のある加工のために、緊密ブレンドに使用されるポリエチレン短繊維の最大量は、６０
重量パーセント以下であり、いくつかの実施形態においては、ポリエチレン短繊維の好ま
しい量は、緊密ブレンドにおいて５０重量パーセント以下である。いくつかの実施形態に
おいて使用される短繊維は、２～２０センチメートルの長さを有することができる。短繊
維又は綿系の糸条システム、長繊維又は紡毛系の糸条システム、或いは牽切加工糸条シス
テムを用いて、短繊維を糸条に紡績することができる。いくつかの実施形態においては、
短繊維の切断長さは、特に綿系の紡績システムで使用する短繊維の場合、好ましくは３．
５～６センチメートルである。いくつかのその他の実施態様においては、短繊維の切断長
さは、特に長繊維又は紡毛系の紡績システムで使用する短繊維の場合、好ましくは３．５
～１６センチメートルである。
【００１９】
　本明細書における目的のために、用語「繊維」は、長さ対当該長さに垂直の断面積の幅
の高い比を有する比較的可撓性の、巨視的に均一の物体と定義される。又、一般的には、
こうした繊維は、好ましくは、繊維製品の使用における十分な強度に関して一般的に中実
の断面を有する中実のポリマーであり、即ち、繊維は、大量の好ましくない空孔を有する
ことはない、又は本質的に空孔がない。多くの実施形態においては、耐切断性物品は、０
．５～３．５デニール（０．５５～３．９ｄｔｅｘ）のフィラメント線密度を有する繊維
を含む。いくつかの好ましい実施形態においては、繊維は、０．８～２．５デニール（０
．８８～２．７５ｄｔｅｘ）のフィラメント線密度を有する。図２に代表されるように、
高分子量ポリエチレン繊維断面の形状は丸い又は本質的に丸い。更に、繊維は、本質的に
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丸い断面を有し、即ち、断面は、円形の形状、加えて、中心環状の空孔を有する中空繊維
とは異なる、本質的に形状において中実の円形である。繊維断面の形状は、丸い又は本質
的に丸いことから、１又は本質的に１の公称断面アスペクト比（特定断面に対して測定さ
れる、一般的には垂直方向において測定される最小幅で割った最大幅）を必然的に有する
。
【００２０】
　高分子量ポリエチレン繊維は、１デニール当たり５００グラム（１ｄｔｅｘ当たり４５
５グラム）以下に等しい糸条引張り弾性率を有する。いくつかの実施形態においては、繊
維は、１デニール当たり１００グラム（１ｄｔｅｘ当たり９１グラム）から１デニール当
たり５００グラム（１ｄｔｅｘ当たり４５５グラム）の糸条引張り弾性率を有する。いく
つかの好ましい実施形態においては、繊維は、１デニール当たり４００グラム（１ｄｔｅ
ｘ当たり３６４グラム）以下である最大糸条引張り弾性率を有する。いくつかの好ましい
実施形態においては、繊維は、１デニール当たり１００グラム（１ｄｔｅｘ当たり９１グ
ラム）から１デニール当たり３５０グラム（１ｄｔｅｘ当たり３１８グラム）の糸条引張
り弾性率を有する。いくつかのその他の好ましい実施形態においては、繊維は、１デニー
ル当たり２００グラム（１ｄｔｅｘ当たりグラム）から１デニール当たり４００グラム（
１ｄｔｅｘ当たり３６４グラム）の糸条引張り弾性率を有する。
【００２１】
　高分子量ポリエチレン繊維は、４パーセント以上の糸条破断引張り伸度を有する。いく
つかの実施形態においては、繊維は、４～１５パーセントの糸条破断伸度を有する。
【００２２】
　高い耐切断性のために、繊維は、１００万以上の重量平均分子量を有する直鎖型ポリエ
チレンポリマーから製造される。ポリエチレンは、１００モルパーセントのポリマーに基
づいて、少なくとも５０モルパーセントのエチレンを有するエチレンのポリマー又はコポ
リマーから製造される。超高分子ポリエチレンポリマーは、１３５℃でデカリンにおいて
測定される１０ｄｌ／ｇ以上の固有粘度を有することができる。いくつかの好ましい実施
形態においては、ポリエチレンは、２００万以上の重量平均分子量を有し、且つ、いくつ
かのその他の好ましい実施形態においては、ポリエチレンは、２００万以上の重量平均分
子量を有する。いくつかの実施形態においては、ポリエチレンの重量平均分子量は、１０
０万～３５０万である。いくつかのその他の実施形態においては、ポリエチレンの重量平
均分子量は、３５０万～６００万である。
【００２３】
　１００万以上の重量平均分子量を有するポリエチレンポリマーは、非常に高い粘度の溶
融物を生成することから、このような溶融物から繊維を直接紡糸することは、実用的では
ない。その代わりに、高分子量ポリエチレン繊維は、ポリエチレンを溶媒に溶解した溶液
から繊維を紡糸し、次いで紡糸した繊維から、本質的に溶媒をすべて又は大部分の溶媒を
除去するプロセスによって製造される。
【００２４】
　これらの繊維の引張り強さは、並外れて高いと見なされることはないとしても、驚くほ
ど良好な耐切断性が、１００万以上の重量平均分子量を有するポリエチレンポリマーから
製造される繊維で見うけられることが判明した。いくつかの実施形態においては、耐切断
性物品は、１デニール当たり２５グラム（１ｄｔｅｘ当たり２２．７グラム）未満の糸条
引張り強さを有する繊維を含み、且つ、いくつかの実施形態においては、繊維は、１デニ
ール当たり２２グラム（１ｄｔｅｘ当たり２０グラム）未満の糸条引張り強さを有する。
更に、いくつかの実施形態においては、繊維は、１デニール当たり１８グラム（１ｄｔｅ
ｘ当たり１６グラム）未満の糸条引張り強さを有する。
【００２５】
　直鎖型ポリエチレン繊維を含む編布は、１つ以上の糸条の一連のループを、針又はワイ
ヤーでからみ合わせることによって作製できる構造を含むことを意図しており、その構造
として、縦編み（例えば、トリコット、ミラニーズ、又はラッシェル）及び横編み（例え
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ば、丸編み又は平編み）などがある。編布は、任意の適切な編物パターン及び従来の編機
を使用する。編布は、様々な異なるゲージ編機において製造可能である。本明細書におい
て使用される場合、質量指数で使用される測定単位「ゲージ」は、編布における１インチ
当たりのうねの数（又は、ＳＩ単位における、２．５３ｃｍ当たりのうねの数）である。
うねは、編布において縦方向に存在するループの列である。
【００２６】
　編布は、手動、機械、又は最新の電子横編機（Ｓｔｏｌｌ、Ｓｈｉｍａ－Ｓｅｉｋｉ、
Ｐｒｏｔｔｉなど）によって製造することができる。いくつかの編機は、そのゲージ編布
を実現するのに必要である１インチ当たり（又は２．５３ｃｍ当たり）のその針の数を有
する編機を意味する、特定のゲージからなるものと言われている。
【００２７】
　ゲージは、編布の細かさの尺度であり、低数値のゲージ布地は、厚い布地であり、高数
値のゲージは、薄い布地を表す。いくつかの実施形態においては、編布は、７ゲージ以上
である。いくつかの実施形態においては、編布は、１０ゲージ以上であり、その他の実施
形態においては、編布は、１３ゲージ以上である。非常に薄い布地を必要とするいくつか
の特定化された用途では、編布は、１８ゲージ以上である。いくつかの物品においては、
編布のためのゲージは、２４ゲージ以下である。いくつかの好ましい実施形態においては
、編布は、１０～１８ゲージであり、最も好ましい実施形態は、１３～１８ゲージ又はこ
れを超える編布である。
【００２８】
　多種多様な横編機及び丸編機を使用することができる。例えば、Ｓｈｉｍａ－Ｓｅｉｋ
ｉ編機を使用して編布を製造することができる。必要に応じて、複数のエンド又は糸条を
、編機に供給することができる。例えば、本明細書において前述された糸条のいずれかの
２つは、ツーエンドイン（ｔｗｏ－ｅｎｄｓ－ｉｎ）で編まれることができる、即ち、糸
条又はエンドはともに、共通の針で併せて編まれて、耐切断性保護手袋が直接作製される
。このような機械では、糸条の一つが、布地又は手袋の一つの側に主に割り振られ、且つ
、もう一方の糸条が、布地又は手袋の反対側に主に割り振られる、組まれた（プレーティ
ングとも称される）布地又は手袋を作製することができる。その際、はっきりと異なる内
側及び外側を有する手袋を作製することができる。編布の締まりは、いかなる特定の必要
性にも合わせて調節することができる。非常に効果的な耐切断性が、例えば、単一ジャー
ジー編物（ｓｉｎｇｌｅ　ｊｅｒｓｅｙ　ｋｎｉｔ）、織り合わされた編物、メッシュ編
物、及びテリー編物パターンで見られている。
【００２９】
　手袋、エプロン、及びスリーブの形態における耐切断性物品は、編機で直接編まれるこ
とができ、或いは、これらの物品の部品は、別個に編まれ、次いで、典型的には縫製によ
って一緒に取り付けられることができる。物品を、縫製機において部品を一緒に縫製する
ことによって製造する場合、織布を、物品において編布と組み合わせることもできる。耐
切断性物品は、把持対象物のためのポリマー被覆を更に含むことができる。場合によって
は、ポリマー被覆は、耐切断性手袋の掌及び／又は指における被覆のビーズなどの、物品
の個別の領域に配置されることができる。
【００３０】
　好ましくは、高分子量ポリエチレン繊維は、ポリエチレンを溶媒に溶解した溶液を紡糸
し、次いで、繊維から本質的に溶媒をすべて又は大部分の溶媒を除去することによって製
造される。このような超高分子量ポリエチレン又は延伸鎖ポリエチレン繊維のフィラメン
トを形成する紡糸プロセスは、例えば、米国特許第４４５７９８５号明細書において教示
される原理を含むことができる。
【００３１】
　紡糸後一般的には、典型的なゲル紡糸繊維プロセスにおいて、繊維の引張り特性は、１
２５℃を超える温度で繊維を熱延伸することによって高められる。熱延伸の際に使用する
温度は、「熱延伸」温度として、本明細書において称される。この熱延伸は、それぞれの
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段階は、特定の温度、及び、延伸比を有する、１つ若しくは複数の段階で実施可能である
。本明細書において使用される場合、延伸比は、延伸段階に入る繊維の速度に対する、延
伸段階から出る繊維の速度の比を意味する。複数の段階が使用される場合、延伸全体は、
それぞれの段階からの個々の延伸比を合わせてかけることによって算出される。
【００３２】
　所望の低弾性率の高分子量ポリエチレン繊維を実現するために、好ましくは、繊維が、
１つの熱延伸段階のみにおいて熱延伸され、繊維は、好ましくはその段階における６以下
の延伸比、より好ましくは４以下の延伸比に供されることが判明している。しかしながら
、繊維は、２つ以上の段階において延伸されることができる。その際に、延伸全体は、好
ましくは６以下、より好ましくは４以下である。熱延伸工程に使用される典型的な熱延伸
温度は、１３５～１５０℃、好ましくは１４０℃超である。
【００３３】
　このプロセスは、最も高い可能性がある引張り強さを有し、且つ、温度の上昇（繊維の
溶融温度に近い）及び合計１０以上の高延伸比を伴う４つもの異なる連続した段階で延伸
される繊維を実現しようとするその他のプロセスと異なる。
【００３４】
　更に、延伸後、延伸比の総計は、約１．０以下、好ましくは１以下、最も好ましくは１
未満である、少なくとも１つのその後の延伸段階において繊維を緩和することが好ましい
ことが判明している。緩和が、複数の段階において行われる場合、延伸全体は、約１．０
以下、好ましくは１以下、最も好ましくは１未満である。
【００３５】
　緩和工程で使用される温度は、本明細書において、「緩和」温度として称される。熱延
伸温度の＋／－５℃以内、又は、熱延伸温度を超えるように、緩和温度は選択される。緩
和工程に使用される典型的な温度は、約１４０～１６０℃である。いくつかの好ましい実
施形態においては、緩和温度は熱延伸温度を超える。いくつかの好ましい実施形態におい
ては、緩和温度は１４５℃を超える。
【００３６】
　紡糸及び延伸技術のこの組み合わせによって、所望の繊維が提供されることが知られる
一方、繊維が特許請求される要件を満たす限り、任意のその他の紡糸及び延伸技術によっ
て、繊維を製造することができることが理解される。
【００３７】
試験方法
耐切断性
　使用する方法は、「Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕ
ｒｉｎｇ　Ｃｕｔ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｕｓｅｄ　ｉｎ
　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｃｌｏｔｈｉｎｇ」、ＡＳＴＭ標準Ｆ１７９０－９７である。
試験の実施に際し、指定の力の下、マンドレル上に取り付けられた試料を横切って、１回
、切断刃を引っ張る。いくつかの異なる力で、最初の接触から切断までに引っ張られた距
離を記録し、切断までの距離の関数としての力についてグラフを作成する。そのグラフか
ら、２５ミリメートルの距離での切断に対する力を求め、刃負荷の一貫性を確証するため
に標準化する。標準化された力を耐切断性力として報告する。
【００３８】
　切断刃は、長さ７０ミリメートルの鋭い刃先を有するステンレススチールナイフ刃であ
る。試験の開始時及び終了時にネオプレン校正材料で４００ｇの荷重を用いて刃負荷を校
正する。それぞれの切断試験に対して新しい切断刃を使用する。
【００３９】
　試料は、縦糸及び横糸方向から４５度斜めに７５×７５ミリメートルに切断された正方
形の布片である。
【００４０】
　マンドレルは、半径３８ミリメートルの丸い導電性の棒であり、両面テープを用いて試
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角に切断刃を引っ張る。切断刃がマンドレルと電気的接触をするとき、切断が記録される
。
【００４１】
引張り特性
　ポリエチレン糸条をアラミド糸条の代わりに用いて、ＡＳＴＭ　Ｄ７２６９、「Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｔｅｎｓｉｌｅ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｆ
ｏｒ　Ａｒａｍｉｄ　Ｙａｒｎｓ」に開示される手順に従って、引張り弾性率、引張り強
さ、及び破断伸度すべてを、ポリエチレン糸条について求める。
【実施例】
【００４２】
実施例１
　ポリエチレン繊維を以下の方法で製造した。油ジャケット付二重螺旋型混合機を、６重
量％のＵＨＭＷＰＥ粉末（ＧＵＲ　４１２０、Ｔｉｃｏｎａ）、０．６重量％の抗酸化剤
（トリ（２，４－ジ－（ｔｅｒｔ）－ブチルフェニル）ホスファート（Ｉｒｇａｆｏｓ　
１６８、Ｃｉｂａ）及びテトラキス－（メチレン－（３，５－ジ－（ｔｅｒｔ）－ブチル
－４－ヒドロシンナマート））メタン（Ｉｒｇａｎｏｘ　１０１０、Ｃｉｂａ）、並びに
９４．４重量％の鉱油（Ｈｙｄｒｏｂｒｉｔｅ　１０００、Ｓｏｎｎｅｂｏｒｎ）で充填
する。ＵＨＭＷＰＥが完全に溶解して紡糸ドープができるまで、混合物を、窒素下にて６
０ｒｐｍで撹拌して１７０℃まで加熱する。
【００４３】
　次いで、紡糸ドープを、１８０孔の紡糸口金を通してポンプで送り込み、紡糸口金の孔
はそれぞれ、１ｍｍの直径及び６／１　Ｌ／Ｄを有する。処理能力は１６ｇ／分であり、
紡糸伸長は１３であった。押し出した糸条線を、紡糸ダイの下１インチの距離に置かれた
水浴によって急冷した。ゲルフィラメント糸条を、直径４と１／８インチの孔のあいたプ
ラスチック芯に対して巻き上げる。
【００４４】
　ゲル繊維糸条のボビンをヘキサンに浸漬させて、鉱油を抽出する。鉱油が繊維から完全
に抽出されるまで、この工程を数回繰り返す。抽出の間、半抽出された繊維糸条を、フィ
ラメントが互いにくっつくのを防止するために、ボビンから解く。完全に抽出した繊維糸
条を、一晩室温で空気中にて乾燥させる。
【００４５】
　次いで、乾燥させた糸条を、Ｌｉｔｚｌｅｒの単一ゾーンパイロット繊維対流式オーブ
ンを用いて、複数の工程で延伸する。効果的な１パス当たりの加熱長は、２．０８メート
ルである。乾燥させたゲル糸条を、それぞれ４、２、及び１．５の延伸比にて１２５℃、
１３５℃、及び１４３℃のオーブン温度で３回延伸する。糸条の供給速度は、２．５メー
トル／分である。次いで、緩く巻き付けた糸条を、１４２℃で２時間、ボビンにて緩める
。糸条は、１の公称アスペクト比と２０グラム／デニール未満の引張り強さと３５０グラ
ム／デニール未満の弾性率を備える円形のフィラメントを有し４００デニール（３６４ｄ
ｔｅｘ）である。
【００４６】
実施例２
　５つのポリエチレン連続４００デニール（３６４ｄｔｅｘ）マルチフィラメント糸条が
得られる。代表的な糸条特性を表２に示す。糸条１は、実施例１から得られる糸条である
。比較用の糸条Ａ、Ｂ、及びＣは、市販の高い引張り強さ及び高い弾性率の溶液紡糸され
た高分子量ポリエチレン糸条の代表例である。比較用の糸条Ｄは、低い引張り強さ及び低
い弾性率の溶融紡糸された低分子量ポリエチレン糸条の代表例である。
【００４７】
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【００４８】
　編布の試料は、５つのフィラメント糸条それぞれから製造される。特に、許容できる編
みを容易にするために、すべての糸条の２つのエンドは撚られて、Ｓａｕｒｅｒ　Ａｌｌ
ｍａ合撚糸機を用いて、１インチ当たり１．５回（ｔｐｉ）で合撚される。Ｓｈｉｍａ　
Ｓｅｉｋｉ　１３－ゲージ手袋編機を使用して、その後の切断試験及びその他の評価のた
めの試料を提供するのに十分な布地である、約２メートル長の編布材料を作製する。又、
手袋の試料は、比較のための快適性の評価について、それぞれの諸撚り糸条から得られた
編布である。
【００４９】
　布地を、ＡＳＴＭ標準Ｆ１７９０－９７「Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｃｕｔ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ　Ｕｓｅｄ　ｉｎ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｃｌｏｔｈｉｎｇ」に供する。相対的な
切断試験結果を表３に示し、このカラムにおける「＋」は良好な耐切断性を示し、「－」
はより低い耐切断性を示す。表に示されるように、より高い高分子量ポリマーで製造され
た布地は、より良好な耐切断性を有する。
【００５０】
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【表２】

【００５１】
　更に、認識される相対的な柔軟性及び快適性について手袋の布地を表３において評価し
、このカラムにおける「＋」は良好な相対的な柔軟性及び快適性を示し、「－」はより低
い相対的な柔軟性快適性を示す。手袋の布地１は、主観的に、手袋の布地Ａ、Ｂ、又はＣ
に比べて、より快適性並びに柔軟性のある「手」を有し、且つ、手袋の布地Ｄと同等の快
適性を有する。このことは、手袋の布地１及び手袋の布地Ｄにより低い弾性率の糸条を使
用したことによるものであると考えられる。従って、良好な耐切断性及び良好な認識され
る快適性をともに有するという点で、手袋の布地１は、比較用の布地に勝る。
【００５２】
実施例３
　１フィラメント当たり１．１～３．９ｄｔｅｘ（１フィラメント当たり１．０～３．５
デニール）の範囲の個々のフィラメント線密度を有する丸い断面のフィラメントからなる
２００及び１０００デニールの線密度ポリエチレン糸条を作製するための適切な紡糸口金
及び紡糸条件を使用して、実施例１の一般的プロセスを繰り返す。これらの糸条の特性を
表４に示す。
【００５３】
【表３】
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【００５４】
実施例４
　布地は、実施例３の糸条試料から製造され、次いで、編布試料のために調製された。特
に、許容できる編みを容易にするために、２００デニール糸条３－１の一方のエンドを、
Ｓａｕｒｅｒ　Ａｌｌｍａ合撚糸機を用いて、１インチ当たり１．５回（ｔｐｉ）で合撚
して、糸条４－１に指定された諸撚り２００デニール糸条を製造する。次いで、２００デ
ニール糸条３－１の３つのエンドを撚り、Ｓａｕｒｅｒ　Ａｌｌｍａ合撚糸機を用い、１
インチ当たり１．５回（ｔｐｉ）で合撚して、４－２に指定された諸撚り６００デニール
糸条を製造する。次いで、１０００デニール糸条３－２の２つのエンドを、Ｓａｕｒｅｒ
　Ａｌｌｍａ合撚糸機を用い、１インチ当たり１．５回（ｔｐｉ）で合撚して、諸撚り２
０００デニール糸条４－３を製造する。最終的に、１０００デニール糸条３－２の３つの
エンドを撚り、Ｓａｕｒｅｒ　Ａｌｌｍａ合撚糸機を用い、１インチ当たり１．５回（ｔ
ｐｉ）で合撚して、３０００デニール諸撚り糸条４－４を製造する。得られた４つの片撚
り及び諸撚りの糸条は、２００～３０００デニールの線密度の範囲であった。Ｓｈｉｍａ
　Ｓｅｉｋｉ手袋編機を使用して、切断試験、及び、比較用の快適性評価のための手袋の
ために、糸条４－１、４－２、４－３、及び４－４それぞれから、１８、１５、１０、及
び７のゲージ編布スリーブを製造する。一方、布地／手袋を、４－１、４－２、４－３、
及び４－４と指定した。
【００５５】
　布地／手袋の特性を表５に示す。布地の試料はすべて、高い弾性率、高い引張り強さの
ポリエチレン糸条に相当する、良好な耐切断性を有する。これは、表５のこのカラムにお
いて「＝」によって表される。更に、高い弾性率、高い引張り強さのポリエチレン糸条か
ら製造された手袋と比較して、手袋の試料はすべて、認識される相対的な柔軟性及び快適
性が改善した。これは、表５のこのカラムにおいて「＋」によって表される。更に、より
低い編布のゲージの手袋と比較して、より高い編布のゲージのポリエチレン手袋は、より
高い柔軟性及び快適性を有する。
【００５６】
【表４】

　本発明のまた別の態様は、以下のとおりであってもよい。
〔１〕本質的に丸い断面を有し且つ少なくとも１００万の重量平均分子量を有する直鎖型
のポリエチレンを含む繊維からなる糸条を有する編布を含む手袋、スリーブ、又はエプロ



(12) JP 6366146 B2 2018.8.1

10

20

ンを含む耐切断性物品であって、前記糸条は、１デニール当たり５００グラム（１ｄｔｅ
ｘ当たり４５５グラム）以下の引張り弾性率、及び、４パーセント以上の糸条破断伸度を
有し、前記編布は、１平方メートル当たり８５７グラム以下の目付重量、及び、６０００
以下の質量指数を更に有する、耐切断性物品。
〔２〕２０００～６０００の質量指数を有する、前記〔１〕に記載の耐切断性物品。
〔３〕３０００～５０００の質量指数を有する、前記〔２〕に記載の耐切断性物品。
〔４〕前記繊維は、１デニール当たり４００グラム（１ｄｔｅｘ当たり２７５グラム）以
下の糸条引張り弾性率を有する、前記〔１〕～〔３〕のいずれか一項に記載の耐切断性物
品。
〔５〕前記繊維は、１デニール当たり１００グラム（１ｄｔｅｘ当たり９１グラム）以上
の糸条引張り弾性率を有する、前記〔１〕～〔４〕のいずれか一項に記載の耐切断性物品
。
〔６〕前記繊維は、４～１５パーセントの糸条破断伸度を有する、前記〔１〕～〔５〕の
いずれか一項に記載の耐切断性物品。
〔７〕把持対象物のためのポリマー被覆を更に含む、前記〔１〕～〔６〕のいずれか一項
に記載の耐切断性物品。
〔８〕前記ポリマー被覆は、前記物品の個別の領域に配置される、前記〔７〕に記載の耐
切断性物品。
〔９〕前記編布は、７以上のゲージである、前記〔１〕に記載の耐切断性物品。
〔１０〕前記編布は、１０以上のゲージである、前記〔９〕に記載の耐切断性物品。
〔１１〕前記編布は、１３以上のゲージである、前記〔１０〕に記載の耐切断性物品。
〔１２〕前記編布は、１５以上のゲージである、前記〔１１〕に記載の耐切断性物品。
〔１３〕前記編布は、１８以上のゲージである、前記〔１２〕に記載の耐切断性物品。
〔１４〕前記編布は、２４以下のゲージである、前記〔９〕～〔１３〕のいずれか一項に
記載の耐切断性物品。
【図１】

【図２】
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